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神奈川県迷惑行為防止条例（昭和38年神奈川県条例第26号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条～第10条 （略） 第１条～第10条 （略） 

（つきまとい等の禁止）  

第11条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に

対し、次に掲げる行為（ストーカー行為等の規制等

に関する法律（平成12年法律第81号）第２条第１項

に規定するつきまとい等、同条第３項に規定する位

置情報無承諾取得等及び同条第４項に規定するスト

ーカー行為を除き、第１号から第４号まで及び第５

号（同条第２項に規定する電子メールの送信等（以

下「電子メールの送信等」という。）に係る部分に

限る。）に掲げる行為については、身体の安全、住

居、転勤先、学校その他その現に所在する場所若し

くは通常所在する場所（以下「住居等」という。）

の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著

しく害される不安を覚えさせるような方法により行

われる場合に限る。）を反復して行つてはならな

い。  

（つきまとい等の禁止） 

第11条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に

対し、次に掲げる行為（ストーカー行為等の規制等

に関する法律（平成12年法律第81号）第２条第１項

に規定するつきまとい等、同条第３項に規定する位

置情報無承諾取得等及び同条第４項に規定するスト

ーカー行為を除き、第１号から第４号まで及び第５

号（同条第２項に規定する電子メールの送信等（以

下「電子メールの送信等」という。）に係る部分に

限る。）に掲げる行為については、身体の安全、住

居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若し

くは通常所在する場所（以下「住居等」という。）

の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著

しく害される不安を覚えさせるような方法により行

われる場合に限る。）を反復して行つてはならな

い。 

(1)～(8) (略) (1)～(8) （略） 

(9) その承諾を得ないで、その所持する位置情報記

録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報

（地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第

63号）第２条第１項第１号に規定する位置情報を

いう。以下この号及び次号において同じ。）を記

録し、又は送信する機能を有する装置で公安委員

会規則で定めるものをいう。以下この条において

同じ。）（第11号に規定する行為がされた位置情

報記録・送信装置を含む。）により記録され、又

は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置

に係る位置情報を公安委員会規則で定める方法に

より取得すること。  

(9) その承諾を得ないで、その所持する位置情報記

録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報

（地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第

63号）第２条第１項第１号に規定する位置情報を

いう。以下この号において同じ。）を記録し、又

は送信する機能を有する装置で公安委員会規則で

定めるものをいう。以下この号及び次号において

同じ。）（同号に規定する行為がされた位置情報

記録・送信装置を含む。）により記録され、又は

送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に

係る位置情報を公安委員会規則で定める方法によ

り取得すること。 

(10)その承諾を得ないで、その所持する位置特定用

識別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送

信する機能を有し、当該装置の周辺において当該

情報を受信した識別情報送受信装置（位置情報記

録・送信装置その他の装置であつて、当該情報を

受信し、及び送信する機能を有するものをい

う。）の位置に係る位置情報を利用して、その所

在する地点又は区域の位置を特定するために用い

られる装置をいう。以下この号及び次号において

同じ。）（同号に規定する行為がされた位置特定

用識別情報送信装置を含む。）の位置に係る位置

情報を取得すること。 

 （新設） 

(11)その承諾を得ないで、その所持する物に位置情

報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装

置（以下この号において「位置情報記録・送信装

置等」という。）を取り付けること、位置情報記

録・送信装置等を取り付けた物を交付することそ

の他その移動に伴い位置情報記録・送信装置等を

移動し得る状態にする行為として公安委員会規則

で定める行為をすること。 

(10)その承諾を得ないで、その所持する物に位置情

報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記

録・送信装置を取り付けた物を交付することその

他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動

し得る状態にする行為として公安委員会規則で定

める行為をすること。 

第12条～第17条 （略） 第12条～第17条 （略） 

 


